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組織・運営 規則第 11 号 

正会員に対する活動助成に関する規則 
（改正案 全文） 

 
組織・運営 規則第11号 

2022年6月18日制定 

最終改正 2023年3月18日 

 

（目的） 

第１条 この制度は、公益社団法人日本社会福祉士会（以下「本会」という。）定款第6条第9号

「正会員との連携及び正会員の支援に関すること」の規定に基づき、正会員による組織率向上

（入会促進・退会抑制）と事務局機能の強化にかかる活動を支援することを目的とする。 

 

（規定事項） 

第２条 この規則は、前条に定める正会員への活動助成に関する基本事項を定める。 

 

（助成の種類） 

第３条 本助成は、その対象により、次のとおり区分する。 

（１）組織率向上に関する助成 

社会福祉士に対して入会促進・退会抑制を目的とした活動を対象とする。 

（２）事務局機能の強化に関する助成 

事務局体制の確立及び事務局員の確保及び定着等を目的とした活動を対象とする。 

 

（助成金） 

第４条 承認された活動に対して、本会は必要な経費に対する助成を行う。 

２ 助成金の上限は、年度毎に1000万円までとし、1つの活動に対する上限を100万円までとし、

年間で10件程度の申請を受け付ける。 

 

（助成対象外経費） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する事業は、助成対象経費から除くものとする。 

(１)正会員の運営経費 

 (２)食糧費及び交際費に相当する経費 

(３)販売等を目的とした仕入れに係る経費 

(４)直接活動に結びつかないと認められる経費 

(５)既存物件の維持補修及び維持管理経費 

(６)その他助成することが適当でないと認められる経費 

 

（公募と申請） 

第６条 本会は、活動助成の募集要項を策定し公募する。 

２ 活動助成を希望する正会員は、所定の申請書を提出する。 

３ 申請は、1正会員につき1件までとする。 

 

（承認） 

第７条 本会は、理事会において、前条第2項の申請書を審議のうえ、選考結果を正会員に通知す

る。 

２ 活動助成金の交付を承認したものに対しては、理事会からの情報提供や意見を付して、その
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組織・運営 規則第 11 号 

正会員に承認書を送付する。 

 

（活動助成の期間） 

第８条 活動助成の期間は、第6条の募集要項で定めた日から助成対象年度末までとする。 

 

（活動及び成果報告） 

第９条 助成を受けた正会員は、活動の内容・成果・会計について、所定の報告書をもって本会

へ報告しなければならない。 

２ 前項の報告について、取り組みの内容や成果物等を含めて本会がホームページにおいて公表 

する。 

３ 第1項の報告内容については、助成を受けた正会員のホームページにおいても公表する。 

 

（助成金の交付決定の取消し及び返還） 

第１０条 本会は、交付対象正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定 

の全部又は一部を取り消し、若しくは助成金の額を減額し、又は既に交付した助成金の全部又 

は一部を返還させることができる。 

(１)偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

(２)本規則にある義務を果たさないとき。 

 

（委任） 

第１１条 ここに定めるもののほか、助成制度の運営に関して必要な事項は、理事会において別

に定める。 

 

（改廃） 

第１２条 この規則の改廃は、総会の承認を得なければならない。 

 

 

附 則 

 この規則は、2022年6月18日から施行する。 

 

附 則 

 この規則は、2023年3月18日から施行する。 
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